
 
「国土強靭化地域計画策定に向けた基礎調査委託」 

に関するプロポーザル募集要項 

 

１ 業務の概要・目的等 

本業務は、国土強靱化基本法第 9 条第 1 項第 5 号に規定されてる「大規模自然災害等に

対する脆弱性の評価（以下、「脆弱性評価」という。）」を行うことを目的とします。 

そのため、本市の特性に合った手法で脆弱性評価を行うための検討や提案、評価にあた

って必要な庁内調整（会議開催の補助など）も業務に含めます。 

その他、業務の詳細は、業務説明資料に記載します。 

 

２ プロポーザルの手続き 

(1) 名 称 

国土強靭化地域計画策定に向けた基礎調査委託に関するプロポーザル 

(2) 主催者 

横浜市（政策局政策課） 

(3) プロポーザルの性格 

本プロポーザルは、提案資格があると認めた者から提案を受ける公募型で行います。 

また、本プロポーザルは与えられた条件下において、当該委託に係る実施体制、実施方

針、提案者の考え方を「提案書」を通して審査・評価し、当該委託に最も適した受託候

補者を特定するものです。契約後の業務は、必ずしも提案内容に沿って実施するもので

はありません。 

 

３ 提案資格 

本プロポーザルの提案資格を有する者は、次の項目の全てに該当する者とします。 

 (1) 平成 29年度横浜市一般競争入札参加有資格者名簿（物品・委託等）に登載されていること

（事業所の所在地は不問） 

 (2) (1)の名簿において、登録種目「各種調査企画」の細目「コンサルティング（建設コン

サル等を除く）」を 2位以上に登録していること 

 (3) 国土強靱化に関する計画、又は防災に関する計画（地域防災計画、防災まちづくり計

画など）策定の実績があること 

 (4) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しないこと 

 (5) 成年被後見人、被保佐人被補助人及び未成年でないこと 

 (6) 破産法（平成 16年法律第 75号）に基づき破産手続開始の申立てがなされた者及びそ

の開始決定がされている者でないこと 

 (7) 銀行取引停止処分を受けていないこと 

 (8) 会社更生法（昭和 27年法律第 172号）に基づく更生手続き開始の申立又は民事再生法

（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続きの申立がなされている者（更生又は再生

の手続開始の決定がなされている者で履行不能に陥るおそれがないと横浜市が認めたも

のを除く。）でないこと 

 (9) 参加意向申立書の提出期限から受託者の特定の日までの期間、横浜市指名停止等措置



 
要綱（最近改正平成 28年４月１日）の規定による指名停止を受けていないこと 

(10) 国土強靭化地域計画策定に向けた基礎調査委託の完了まで、業務を履行できること 

 

４ プロポーザルの作成書式及び記載上の留意事項 

プロポーザルの提出資料は、横浜市委託に関するプロポーザル実施取扱要綱に定めるもの

のほか、提案書作成要領に基づき作成してください。 

 

５ 評価委員会及び評価に関する事項 

プロポーザルの評価は、提案書作成要領「８ 審査委員会」に示す「国土強靭化地域計画

策定に向けた基礎調査委託プロポーザル評価委員会」で行います。 

評価のポイントは、次のとおりです。 

 (1) 国土強靱化に関する計画、又は防災に関する計画（地域防災計画、防災まちづくり計

画など）策定の実績があるか 

 (2) 本市の現状や地域特性を的確に把握しているか 

 (3) 本市を強靭化するにあたって、多面的・先進性な視点を持った提案であるか 

 (4) 調査の趣旨・目的の十分な理解に基づいた具体性のある提案であるか 

 (5) 取組意欲の感じられる提案であるか 

 (6) 男女共同参画に関する次の項目を満たしているか 

ア 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定（従業員 101 人未満

の場合のみ加算） 

イ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策

定（従業員 301人未満の場合のみ加算） 

ウ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定（くるみんマーク、プラチナくるみんマー

ク）の取得 

エ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定（えるぼし）の取得 

オ よこはまグッドバランス賞の認定の取得 

 

６ プロポーザル実施スケジュール 

プロポーザルの概ねの実施スケジュールは、別紙のとおりです。 

 

７ その他 

(1) 横浜市における施策の転換等、やむを得ない事由により、予定業務の発注が行われな

い場合は、業務を受注できない場合があります。 

(2) 業務の実施に関しては、プロポーザルの内容に関わらず、横浜市と協議の上、行うこと

とします。 

 

８ 事務局 

横浜市政策局政策課 小林 

所在地 〒231-0017 横浜市中区港町１－１ 

電話 045-671-3126 



 

参加意向申出書締切 

参加資格確認結果通知書、  

プロポーザル関係書類提出要請書送付 

質問受付 

結果通知書送付 

プロポーザル実施スケジュール 

 

 

４月３日（月） 

 

 

 

４月 12 日（水） 

 

 

 

４月 17 日（月） 

 

 

４月 17 日（月） 

～４月 21日（金） 

 

 

４月 28 日（金） 

 

 

 

５月 17 日（水） 

 

 

 

５月下旬 

 

 

 

６月上旬 

 

プロポーザル実施告知 

質問回答 

提案書提出締切 

評価委員会 


	プロポーザル実施スケジュール

